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訓令第１１号 さいたま市事務専決規程の一部を改正する訓令 総 務 課 令和２年６月１９日



   さいたま市事務専決規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市事務専決規程（平成１５年さいたま市訓令第８号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第３（第３条関係） 別表第３（第３条関係） 

個別専決事項 個別専決事項 

 ［略］  ［略］ 

 保健福祉局  保健福祉局 

保健部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

食肉衛

生検査

所 

１～２６ ［略］     

２７ 農林水産物及び食品

の輸出の促進に関する法

律（令和元年法律第５７

号。以下「輸出促進法」

という。）第１５条第２

項の規定による輸出証明

書の発行に関すること。

（食肉中央卸売市場内に

限る。） 

○

２８ 輸出促進法第１７条

第２項の規定による適合

施設の認定に関すること。

 （食肉中央卸売市場内に

限る。） 

○

２９ 輸出促進法第１７条

第４項の規定による適合

施設が認定要件に適合し

ていることの確認に関す

ること。（食肉中央卸売

市場内に限る。） 

〇

３０ 輸出促進法第１７条

第５項の規定による改善

指示及び認定の取消しに

 〇

保健部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

食肉衛

生検査

所 

１～２６ ［略］     

さいたま市訓令第１１号



関すること。（食肉中央

卸売市場内に限る。） 

３１ 輸出促進法第３８条

第２項の規定による報告

の徴収、物件の提出の指

示、立入調査及び質問に

関すること。（食肉中央

卸売市場内に限る。） 

〇

３２ 輸出促進法第３８条

第５項の規定による輸出

証明書の発行及び適合施

設の認定の取消しに関す

ること。（食肉中央卸売

市場内に限る。） 

 〇

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 経済局 

［略］

 経済局 

［略］ 

農業政

策部 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

食肉中

央卸売

市場 

１ さいたま市食肉中央卸

売市場業務規程（平成１

３年さいたま市条例第２

３７号。以下「業務規程

」という。）第６条の２

及び第６条の５から第６

条の８までの規定による

卸売業者の業務の許可、

純資産額が不足する場合

の措置、名称変更等の届

出の受理、許可の取消し

及び事業の譲渡等の認可

をすること。 

  ○

２ 業務規程第１５条及び

第１７条から第１９条ま

での規定によるせり人の

登録、登録の更新、取消

し及び削除をすること。

 ○

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

農業政

策部 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

食肉中

央卸売

市場 

１ さいたま市食肉中央卸

売市場業務規程（平成１

３年さいたま市条例第２

３７号。以下「業務規程

」という。）第１５条及

び第１７条から第１９条

までの規定によるせり人

の登録、登録の更新、取

消し及び削除をすること。

 ○

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 業務規程第４０条の規  〇



６ ［略］     

７ 業務規程第５８条第２

項に規定する届出書を受

理すること。 

〇

８・９ ［略］     

１０ 業務規程第６１条第

２項に規定する届出書を

受理すること。 

〇

 １１～１５ ［略］     

 ［略］ 

 ［略］ 

 備考 ［略］ 

定による市場外にある物

品の卸売をすることを承

認すること。 

 ６ ［略］     

 ７ 業務規程第５８条の規

定による出荷奨励金の交

付を承認すること。 

〇

 ８・９ ［略］     

 １０ 業務規程第６１条の

規定による完納奨励金の

交付を承認すること。 

〇

 １１～１５ ［略］     

 ［略］ 

 ［略］ 

 備考 ［略］ 

   附 則 

 この訓令中別表第３保健福祉局保健部食肉衛生検査所の項の改正は公布の日から、

同表経済局農業政策部食肉中央卸売市場の項の改正は令和２年６月２１日から施行す

る。 


